
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

東山浄苑東本願寺 
〒607-8461 京都市山科区上花山旭山町 8 の 1  

 

奉灯日 8 月 16 日 18 時 30分頃～ 

 
■締切日 

振  込 7 月 29 日 
現金書留 8 月 12 日 

総合受付 8 月 16 日 

限定500 灯 

TEL 075-541-8391（代）9:00～17:00 年中無休 

 

盂蘭盆会 

相続講 往還回向の夜 

■お問い合わせ・お申込みは■ 

正面 

1 灯  5,000 円 

1 灯  7,000 円 

1 灯 12,000 円  
（内訳：相続講准講費 5,000 円＋奉灯冥加金 7,000 円）2 灯目以降は 7,000 円/灯 

 

・相続講講員 （終身）  

・相続講准講員（通常） 

・相続講員以外の方   

冥加金  お一人につき、何灯でもお申し込み頂けます 

お う げ ん          と う ろ う 

■仏様がお立ちになる蓮台を模した灯籠に法名（または戒名、俗名）と申込人名を記します 

■奉灯前に、曲水前で相続講員物故者盂蘭盆会・相続塔永代経法要を御法主台下の御親修により、 

お勤めします 

■奉灯日・8 月 16 日 18 時 30 分から、願人と法名（または戒名、俗名）をお一人ずつ読み上げて、 

曲水へ奉灯します。申込時は、必ずふりがなを記入下さい 

■お申込みは、所定の振込用紙または総合受付（尚書）、 

現金書留にてお受けします 

■当日、雨天の場合は、屋内にて往還灯籠を荘厳します 

 
講 員（終身） 100,000 円 

准講員（通常）   5,000 円/年会費 
 

そうぞっこう 

講員・准講員は下記の特典が受けられます。 

①教化冊子・講章の配布 

②青龍の間（嘉枝堂地下 3Ｆ）の利用 

講員専用特別休憩室が利用でき、各種お飲み物を 

自由に召し上がれます【利用時間 9:30～16:30】 

③各種催事、仏事への優待 等 

本願寺及び東山浄苑東本願寺の護持相続

と仏法の布教興隆を目的とした講です。 

皆さまの御先祖が大切にしてきた伝統の

精神を受け継ぎ、私たちの人生の糧とする

とともに日本人の心を再興します。 

相続講とは 


